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広報

■おわびと訂正 　広報くじ７月１日号５ページ久慈地区中学校総合体育大会の記事に誤りがありました。正しくは次
の通りです。おわびして訂正します。　▶バドミントン女子ダブルス２位　米
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　悩んでいる人に気付き、声を掛け、
話を聴いて、必要な支援につなげ、
見守る人を養成する講座です。ここ
ろの健康について、悩んでいる人の
話の聴き方、ストレス解消法を学ぶ
ことができます。私たちにできるこ
ころの支援について、一緒に考えて
みませんか。
▶�日時…９月２日㈫13時30分～15時

30分
▶会場…元気の泉多目的ホール
▶定員…先着30人
▶�申込方法…電話や二次元バーコー

ド
▶申込期限…８月20日㈬
問保健推進課　☎61-3316

あなたもゲートキーパーに！
こころの健康講座

森林を伐採する場合の届け出森林を伐採する場合の届け出

　熱中症警戒・特別警戒アラートが発表された日に、一時的に暑さをし
のげる場所として開放する、クーリングシェルターを活用しましょう。
▶�開放日…熱中症警戒・特別警戒アラートの発表日（イベント
 や貸館のため、開放しない場合があります）
▶開設期間…９月30日㈫まで� 　　　　問保健推進課　☎61-3315

施設 開放スペース 休館日
市役所本庁舎 市民ホール 土曜日、日曜日、祝日
各市民センター 施設により異なります 祝日（中央市民センターは月

曜日のみ開放）
おらほーる 大講座室、中講座室 祝日
元気の泉 多目的ホール 土曜日、日曜日、祝日
もぐらんぴあ １階無料エリア 月曜日
よむのす １階

ー道の駅いわて北三陸 休憩スペース道の駅くじやませ土風館
道の駅白樺の里やまがた ２階

　森林を伐採するときは、自分の土
地でも届け出が必要です。立木の伐
採や施設の設置、土地の形質を変更
するなどの開発行為をする場合は、
事前に市林業水産課や県北広域振興
局林務部に相談ください。詳
しくはHPを確認ください。

内容内容 連絡先連絡先
保安林以外の森林の立木伐採 林業水産課

☎52-2122
�保安林の立木の伐採や土地
の形質の変化 県北広域振

興局林務部
☎53-4984

保安林以外の森林で１㌶を
超える開発行為（太陽光発電
施設は0.5㌶）


